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空き家でも現金や貴金属のほか、銅線や室外機などが
盗まれる被害が発生しています。 
「誰も住んでいない＝見つかりにくい」ため、犯人に
狙われやすくなります。 
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「空き家を所有・管理されている方へ」裏面もお読みください！ 

 

 

□郵便受けにチラシ等が溜まっている 

□庭の草木が生い茂っている 

□家の一部が壊れたまま 

 

 

 

 

 

 

 

 

一宮市内で空き家を狙った、侵入盗が発生しています。 

空き家の放置は地域の治安悪化につながりますので、空き
家の維持・管理をお願いします。 

空き家への侵入盗被害を防ぐために対策を講じましょう。 

 

 
こんな空き家は要注意！ 

空き家になんか入って何を盗むの？ 

空き家には盗まれるものはないから大丈夫！ 

「何もない」と思っていても、侵入されることで建物が

荒らされる他、放火の危険につながる場合もあります。 

草が伸びっぱなしだな… 

 

 

 

 

 

 

 

 



□定期的な見回り 

 こまめに草抜きや庭木の剪定や郵便物の整理をしましょう。 

□戸締りの徹底 

 玄関や窓は確実に施錠し、補助錠や防犯ブザーの設置も検討
しましょう。 

□防犯グッズの活用 

 センサーライトや防犯カメラ等を活用し、防犯性を高めまし
ょう。 

□近隣住民との連携 

 近隣住民と日頃から声を掛け合い、空き家の異変に気付ける
環境をつくりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家への侵入盗被害を防ぐため、次の防犯対策
をお願いします。 

 

空き家の周辺で不審者・不審車両を見かけたら・・・ 

・見慣れない車が長時間とまっている 

・空き家の様子をうかがっている 

・夜間に物音がする 

など不審な状況を見かけた際は、１１０番通報又は明地駐在所まで
ご連絡ください。 

地域ぐるみで防犯意識を高め、犯罪被害を防ぎましょう。 

 

 


